
合併のお知らせ 
 

 この度、新栄信用組合とさくらの街信用組合は、２０１９年１２月を目処に、対等の

立場で合併することで基本合意いたしました。 

 

 両信用組合は創立以来、其々の営業基盤において、信用組合の理念である相互扶助の

精神に基づき、地域の中小企業や小規模事業者、個人の皆様方への円滑な資金供給、  

金融サービスの提供に真摯に取り組み、地元経済の発展に努め、貢献してまいりました。 

 

こうした共通の使命を持つ２つの信用組合が、各々の営業基盤と経営資源とを統合す

ることで地域金融機関としての総合力を一層強化し、地域における中小企業や小規模 

事業者、地域の皆様方への円滑な資金供給や、積極的なコンサルティング機能の発揮、

組合員をはじめとする地域のお客様のより多様かつ高度な金融ニーズにお応えすべく、

合併に向け協議してまいりました。 

   

この合併により、両組合が有する経営資源を有効に活用し、地域への円滑な資金供給

と質の高い金融サービスの提供に取り組むことによって、地域経済の活性化や個人の 

皆様方の生活向上に貢献できるものと考えております。 

 

 今後は、順次所定の手続きを進め、より皆様に信頼されご期待に沿える信用組合を目

指し、役職員一丸となって努力していく所存でございますので、何卒、ご理解とご支援

を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、詳しくは、「合併趣意書」および「合併の基本事項」をご高覧いただきますよう

お願い申し上げます。 

                           

   ２０１９年 １月１８日 

 

新 栄 信 用 組 合  理事長  赤 塚   義 廣 

さくらの街信用組合  理事長  長谷川  信 一 



 
 

合 併 趣 意 書 
 
 
 この度、新栄信用組合とさくらの街信用組合は、２０１９年１２月を目処に、対等の

立場で合併することで基本的に合意し、本日両組合の間で「合併基本協定書」を締結致

しました。 
 両信用組合は創立以来、其々の営業基盤において、信用組合の理念である相互扶助の

精神に基づき、地域の中小企業や小規模事業者、個人の皆様方への円滑な資金供給、金

融サービスの提供に真摯に取り組み、地元経済の発展に努め、貢献してまいりました。 

  しかしながら、金融機関を取り巻く経営環境は、市場環境の変化や少子高齢化と人口

減少が進行する中、将来的な市場規模の縮小が危惧されており、また地方銀行において

も経営統合が行われるなど、先行き不透明な状況となっております。 

  このような経営環境下において、より一層地域のお客様に信頼され、真に地域に必要

とされる金融機関となるためには、両組合が合併し、これまで其々の信用組合が培って

きたノウハウや強みを活かして、強固な経営基盤を構築することが最善の方策である

との認識で一致しました。 

この合併により、両組合が有する経営資源を有効に活用し、地域への円滑な資金供給

と質の高い金融サービスの提供に取り組むことによって、地域経済の活性化や個人の

皆様方の生活向上に貢献できるものと考えております。 

また、人材の有効活用や事務コストを中心とした効率化等によって経営体質の強化

を図り、多様化・高度化するお客様の要望に的確にお応えできる信用組合を目指してま

いります。 

 今後は、更に合併への協議を重ね、順次所定の手続きを進めながら、組合員・お取引

先をはじめ、関係機関からのご協力を賜り、一日も早く合併の効果が発揮できるよう、

役職員一同一丸となって努力して参る所存でございます。 
 何卒、本合併の趣旨をご理解いただき、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

                           
   ２０１９年 １月１８日 
 
                                    
                         新 栄 信 用 組 合 

理 事 長  赤 塚  義  廣 

                                                        
                         さくらの街信用組合 

理 事 長  長谷川  信 一 
   



      合併の基本事項  
 
 
１．合 併 期 日        ２０１９年１２月を目処とする。 
２．合 併 の 方 法      対等合併とし、合併の手続き上、新栄信用組合を存続信用組合とする。 

３．名 称                 ２０１９年６月開催予定の通常総代会までに決定する。 
４．合併後の本店・本部     現 新栄信用組合本店・本部に置く。 

５．合併後の役員          ２０１９年６月開催予定の通常総代会までに、協議のうえ決定する。 
６．その他合併主要事項 
（１）合併信用組合の出資 合併比率は対等とし、出資１口の金額は５００円とする。 
（２）合併の効力     ２０１９年６月開催予定の通常総代会の決議および関東財務局長の認可を 

条件とする。 
（３）合併準備委員会   合併に関する細目を協議するため、合併準備委員会を設立する。 

 
７．両信用組合の概要（計数については、２０１８年３月末現在） 

 新栄信用組合 さくらの街信用組合 合  計 

本店所在地 新潟市江南区旭2丁目1番2号 阿賀野市中央町1丁目9番1号  

本部所在地 同  上 五泉市吉沢2丁目1番30号  

理 事 長 赤塚  義廣 長谷川  信一  

預 金 ５６，８２３百万円 ５２，２１８百万円 １０９，０４１百万円 

貸 出 金 ３５，３５０百万円 ２８，３６６百万円 ６３，７１６百万円 

預 貸 率 ６２．２１％ ５４．３２％ ５８．４３％ 

自己資本比率 ７．８１％ ６．６４％ ７．２６％ 

普通出資金 ７７９百万円 ６６０百万円 １，４３９百万円 

優先出資金 ４９０百万円 － ４９０百万円 

組 合 員 数 １６，２４１名 １９，５８０名 ３５，８２１名 

総 代 定 数 １３５名 １１０名  

役 職 員 数 ７２名 ８２名 １５４名 

店 舗 数 ８店舗 ８店舗 １６店舗 

  ※「合計」は、2018年3月末日時点の両信用組合の係数を単純合算したものです。 

 

８．沿 革 
新栄信用組合 さくらの街信用組合 

＊昭和２８年 ９ 月  亀田信用組合として設立 
＊昭和４５年１０月  新栄信用組合に改称 

＊昭和６３年 ４ 月  新潟産業信用組合と合併 
＊平成３０年１１月  東堀支店を馬越支店に店舗を 
統合し、 店舗数７店舗とする 

＊現在に至る 

【太陽信用組合】 

＊昭和２９年７月 水原郷信用組合として設立 

＊昭和５０年４月 太陽信用組合に改称 
【五泉信用組合】 
＊昭和３６年１１月 五泉信用組合として設立 
【さくらの街信用組合】 
＊平成２６年７月 五泉信用組合と太陽信用組合が

対等合併し、さくらの街信用組合として設立 
＊平成３０年１１月 笹神支店を本店、本町支店を 

五泉支店にそれぞれ店舗を統合し、店舗数６店舗

とする 
＊現在に至る 

 

９．営業地域 
新栄信用組合 さくらの街信用組合 

＊新潟市（江南区・中央区・東区・西区（旧黒埼町除

く）・北区・秋葉区（旧小須戸町除く））、 阿賀野

市のうち旧京ヶ瀬村、北蒲原郡聖篭町 

＊阿賀野市、五泉市、東蒲原郡阿賀町、新潟市のうち

北区・秋葉区、新発田市のうち旧豊浦町、北蒲原郡

聖篭町 
 


